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① 幅広い関係者間の協力に基づく普及・啓発
 商業組合と経済産業局・地方環境事務所との意見交換
 経済産業局・地方環境事務所は、都道府県商業組合総会・理事会・消費者懇談会等で、

小売業者や消費者等へ家電リサイクル法に係る説明・意見交換等を実施。

 関係者の協力に基づく広報コンテンツの制作と展開
 家電量販店や地域電機店の店頭、国や自治体の公共施設、有識者の大学・会社、製造

業者等のオフィス・工場、消費者団体の事務所などにおいてポスターを積極的に掲示。
 特にエアコンの買換えが多い夏場を重点広報期間と位置付け。
 経済産業省と指定法人とが特設サイトを開設し、引き続き正しい処分方法を案内。
 「政府広報オンライン」や「METI Journal」にも記事を掲載、多重的な広報を実施。

政府広報オンライン「家電４品目は正しい処分を！違法な「不用品回収業者」には要注意。」

（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201909/1.html）

METI Journal「再確認したい！家電4品目のリサイクル」

（https://journal.meti.go.jp/60sec/8348/）

② 経済産業局・地方環境事務所等による家電リサイクルプラント見学会
10月の３Ｒ推進月間を中心に、家電リサイクルプラント見学会を実施。消費者団体や小売業者、

一般消費者の方々にご参加いただいている。

家電リサイクルルートの「入口」に位置している消費者等（排出者）により、特定家庭用機器廃棄物が適
切に引き渡されることを確保するため、国、製造業者等、小売業者等の関係者が相互に連携しながら消費
者に対する普及啓発を実施。

各主体が連携した周知・広報活動の概要
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（https://www.meti.go.jp/polic
y/it_policy/kaden_recycle/fuk
yu_special/index.html）

（http://www.aeha-
kadenrecycle.com/select/）



① 消費者の排出時の行動に着目した周知・広報活動

 違法な不用品回収業者に関する住民向けチラシのひな形を環境省において作成し、毎年自治体（市町
村）職員向けセミナーにて配布。

 引越時に家電を処分しようとする排出者向けに、適切な排出方法を案内するチラシを作成・公開。
 経済産業省では、指定法人の協力を得て、排出者や小売業者等の家電リサイクル実務担当者向けの

パンフレットを作成（R６更新）。制度の概要や関係者の法令上の義務、正しい排出や適正な引取り・引
渡しを詳細に解説。

 指定法人において、家電リサイクル法の認知度調査及び若年層への周知・広報活動を実施。（P４以降
参照）

排出者の属性・行動に着目した周知・広報活動
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住民向けチラシひな型

裏面表面

引越し時における家電リサイクルの
利用促進チラシ*

*の付いた資料は経済産業省ウェブサイトに公表しています（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/shiryou.html）。

家電リサイクル法担当者
向けガイドブック2024*



② 家電４品目を使用している事業所に対する周知・広報活動

建物の解体工事に伴って排出される廃家電４品目について、解体建物のオーナー（事業者・一般家庭）
向けにそれぞれチラシを作成。

建物の解体を担当する解体工事業者向けのチラシも作成し、業界団体を通じて配布・周知。
引越業者向けに、家電リサイクルの利用を周知するため、チラシ・リーフレットを作成・公開。
備付けルームエアコンの排出台数が多いとみられる事業者に対して適正な排出を促すため、業界誌に

記事・広告を掲載（R４加筆）。
賃貸管理業者向けに、家電リサイクルの小売業者該当性を周知するため、リーフレットを作成し、業界

団体を通じて配布・周知。

排出者の属性・行動に着目した周知・広報活動

3*の付いた資料は経済産業省ウェブサイトに公表しています（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/shiryou.html）。

解体工事発注事業者
向けチラシ*

解体工事業者向けチラシ* 賃貸オーナー向け記事広告*引越し業者向けの
家電リサイクル周知チラシ*

賃貸管理業者向けの
家電リサイクル周知チラシ*



家電製品協会 周知、広報活動



家電リサイクル法認知率
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 全年代でみると認知率は５０％弱。
しかし排出経験の少ない若年層（20,30歳代）では３０％以下と大きく見劣る。

Ｑ「家電リサイクル法」をご存じですか？ ２４年１０月実施
全国インターネット調査
N=555



家電リサイクル制度広報活動
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 若年層をターゲットに啓発活動を集中展開中

①パラパラ漫画を活用したSNSターゲティング啓発（月間約40万人、年間約500万人ペースで啓発中）

②屋外大型ビジョンを活用した啓発 ③常設啓発会場の充実
・



直近の認知度推移
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 集中的に啓発している若年層を中心に認知度は少しづつ向上

上段

下段

２５年度調査結果

２４年度調査結果


